
生活習慣病予防検診の実施について 

 

１．検診対象者 

定期健康診断の結果、肥満度が３０％以上の区立小中学校の児童・生徒で次に該当する者 

（１）小学校２年生、４年生、中学校１年生の検診希望者 

（２）前年度受診者で、管理区分が「１年後再検査」及び「要精密検査」となり専門医療

機関に受診しなかった児童・生徒の検診希望者 

（３）（１）以外の学年で、学校が受診を勧める者 

 

２．検診の内容 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 栄養士による栄養指導 
 

① 身長・体重・腹囲の測定 
② 栄養士による個別栄養指導 
※全部で２回実施します。 

４ 結果通知の種類 
 
① 専門医療機関での精密検査の勧め 
② １年後再検査の勧め 
③ かかりつけ医療機関の勧め 
④ 管理不要 

３ 判定会 
医師検診の結果による評価と管理区分の設定 

栄養指導による管理区分の設定 

１ 医師による検診 
 

① 問診調査アンケート 
② 血液検査 〈※別の日程で行います〉 
（血糖・コレステロール・中性脂肪・肝機能・ 
尿酸等） 

③ 身長・体重・腹囲の測定 
④ 血圧測定 
⑤ 問診 


